改正労安法の一部改正への労働組合の対応方向

－　新過重労働対策、新メンタルヘルス指針を職場に生かそう　－

2006年5月29日
生協労連いのちと健康を守る対策委員会

　昨年、労働安全衛生法等の一部を「改正」する法律案が成立、この法律の施行に関わる政省令などが相次いで出され、その多くがこの4月1日から施行されている。

　関連する資料が膨大なことと、改正の多くが労働災害の要因となる建築物、設備、作業の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基く必要な措置に関する内容となっているため、ここでは過重労働対策などを中心とした内容の紹介と労働組合としての対応方向について明らかにするものとする。

1． 今回の改正の主な内容
今回の労働安全衛生法の主な改正点は、以下のとおりである。①危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施（28条の2）、②製造業等の元方事業者による作業間の連絡調整の実施（30条の2）、③化学物質の製造・取扱設備の改造等の仕事の注文者による文書等の交付（31条の2）、④化学物質等の表示・文書交付制度の改善（57条・57条の2）、⑤労働者への特殊健康診断結果の通知（66条の6）、⑥長時間労働者への医師による面接指導の実施（66条の8・66条の9）、⑦認定事業者に対する計画届の免除（88条）、⑧安全管理者の資格要件の見直し（労安則5条）、⑨安全衛生管理体制の強化（労安則3条の2・14条・21条～23条・40条）、⑩免許・技能講習制度の見直し（別表17～22）など多岐にわたっている。また、それに対する労働安全衛生規則、関連法等も改定された。
今回の改正点には、事業者の努力義務が少なくない上、長時間労働者に対する医師の面接指導のように労働者の申し出が条件となっているものなど、問題も多い。一方で、過重労働対策やメンタルヘルス対策が労安法に位置づけられるなど、労働組合として活用すべき点もある。労働組合が安全衛生問題での要求を掲げ、より働きやすい労働環境づくりに積極的にとりくむことが重要となる。
2． 長時間労働者への医師による面接指導の実施

改正法では、全ての事業場（50人未満の事業場は08年4月から）において、①週40時間を超える時間外・休日労働時間数が1箇月あたり100時間を超え、かつ、②疲労の蓄積が認められ、③労働者が申し出た場合には、医師による面接指導を実施することが義務づけられた（罰則はなし）。また、法改正に伴って厚労省の過重労働総合対策通達が見直され、新しい「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」基準が定められた（平成18年3月17日基発第0317008号）。

労働組合は、労働者一人ひとりの労働実態に目配りし、メンタルヘルス面を含め過重労働による疲労の蓄積が極限に達している労働者はいないか、使用者や管理職の干渉や妨害で申し出が妨げられていないか、また、成果主義の下で目標達成と成績査定を気にする労働者が申し出を自己抑制していないか、しっかり監視することが欠かせない。もし、面接指導した医師から就業場所の変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業の回数の減少等の措置が必要だと指摘された場合、当該労働者の立場や意向も尊重しつつ、こうした措置が確実に講じられるよう事業者に要求するとりくみが必要である。

また、①lヶ月あたり80時間を超える長時間労働により疲労の蓄積が認められ、または、②健康上の不安を有している労働者、③事業場で定める基準に該当する労働者が申し出た場合の医師による面接指導の実施は、改正法では努力規定にすぎない。職場の労働組合は、労働契約に基づく個別労働者に対する安全配慮義務の観点も交えて、100時間超労働者と同様に医師による面接指導の実施を要求することが欠かせない。


３．安全衛生管理体制の強化

このほか、労基法の労働時間規制のない「管理監督者」や規制の緩やかな裁量労働制労働者も過重労働となりやすいことから、こうした労働者層への過重労働対策をしつかりと講じるよう使用者に要求する必要がある。

2006年4月21日(金) 10:00～16:00 関東地連賃金人事制度研究会 登録者:user
今回の法改正では、大規模製造業での重大災害の多発や製造業の重層下請関係下での労災事故の増加などへの対策強化の観点から、リスクマネジメントや安全衛生計画の策定・樹立に統括安全衛生管理者や安全・衛生委員会を関与させるために、統括監理業務や調査審議事項を追加し、安全管理者の資格要件の厳格にするなど、安全衛生管理体制の強化をはかっている。とくに、衛生委員会の調査審議事項に過重労働対策の樹立等を追加していることから、労働組合は、改正労安法と同時に成立した労働時間等設定改善法の下での時短対策のとりくみ強化とあいまって、新「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平成18年3月31日基発第0331001号）をふまえたメンタルヘルス対策とも運動した、総合的な過重労働対策にとりくむことが必要である。
４．メンタルヘルス対策

　

うつ病など職場のメンタルヘルス不全が深刻な問題となっている。厚労省は3月31日「労働者の心の健康保持増進のための指針」（「新指針」）を公示した。これは先の通達(「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」2000年)をふまえ、より法的な重みをもつものとして公示したものである。上記の過重労働対策とあわせ、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが」が、安全衛生委員会の調査審議事項として追加されている。また、メンタルヘルス対策として、「事業者がメンタルヘルスケア(心の健康づくり)を積極的に推進する旨の表明」を行うことが追加された。また、精神科に詳しい産業医の確保やその産業医などになる助言・指導を得ながら、事業場の心の健康づくりの推進実務を担当する「メンタルヘルス推進担当者」を事業場内産業保健スタッフから選任するよう求めている。
今一度、これらの指針に基づき各労働安全衛生委員会の体制を点検し、指針に基づく総合的なメンタルヘルス対策にとりくもう。

５．労働時間等設定改善指針の活用について
この間の時短促進法が廃止され、あたらに「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」（労働時間等設定改善法）が、施行された。1800時間をめざすという法的な目標はなくなったものの、労働者の健康や生活に配慮した法律として積極的に活用していくことが求めあれる。この法律では、事業主の責務について次ぎのように定めている。第一は、労働者の労働時間等の設定の改善を図るために、労働者の始業・終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備など労働者の健康と生活に配慮した必要な措置を講ずるよう努めること。第二は、健康保持に努める必要があると認められる労働者に対しては、休暇の付与などその労働者にとって必要な措置を講ずるよう努めること。第三は、育児・介護を行う労働者、単身赴任者、職業訓練を受ける労働者など配慮の必要とする労働者について、その事情と考慮するなど改善に努めること、である。

また、有休の計画的付与や有休の半日取得などの積極的活用などを求めている。
６．8時間労働、週40時間労働を基本にすえたとりくみを
　
2006年春闘ではサービス残業根絶や労働時間管理で大きな成果が生まれている。東海コープでは法令・倫理遵守の立場から「タイムカードの不正打刻問題と労働管理について」の文書を出し、黙示の残業についても根絶する立場を表明した。
　そもそも残業は36協定締結下で可能となり、その範囲も省令で以下のように定められている。
＜延長限度時間＞ 

	①一般の労働者の場合
	②変形労働時間制の対象者の場合
　(3ケ月を超える１年単位の変形制)

	期　　間
	限度時間
	期　　間
	限度時間

	  1週間
　2週間
　4週間
　1ヶ月
　2ヶ月
　3ケ月
　1年間
	  15時間
　27時間
　43時間
　45時間
　81時間
120時間
360時間
	    1週間
　　2週間
　　4週間
　　1ヶ月
　　2ヶ月
　　3ケ月
　　1年間
	  14時間
　25時間
　40時間
　42時間
　75時間
110時間
320時間


月45時間の残業、ましてや100時間の残業時間は上記の基準と照らしも異常である。厚労省の過労死認定基準は、月45時間以上の残業は健康障害を引き起こす可能性があり、100時間以上での脳・心疾患での死亡の場合には過労死として認定する、と明確にしている。
私たちの労働時間、残業問題にたいする立場は、1日8時間、週40時間を確保するということである。ここを基本にすえたとりくみで、労働者のいのちと健康をまもるとりくみをいっそう強化しよう。
（参考資料）
１．労働安全衛生法等の一部を改正する法律（労働安全衛生法関係）等の施行について（厚労省）

２．パンフレット（別項参照）
３．新過重労働対策

４．労働時間等設定改善指針
５．労働者の心の健康保持推進のための指針
新過重労働対策では、「事業者は、裁量労働制対象者及び管理・監督者についても、健康確保のための責務があることなどに十分留意し、当該労働者に対し、過重労とならないよう十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう努めるものとする」としている。正確な労働時間管理による対応をとっていく必要がある。





「残業100時間以上」、「本人の申し出」は最低基準


これまでは残業時間週45時間以上の労働者には「契約産業医等に、当該労働者の情報を提供し事業場における健康管理について、助言指導を受ける」とされ、多くの職場で週の残業が45時間以上労働者について産業医などによる面接指導が行われてきた。労安法は労働基準法とあいまって施行されていることからすれば、それは最低基準として位置づけられる。したがって、労働組合は、従来での基準、考え方で改めて確認していくことは当然である。


一方で、これまで長時間労働者の面接指導を実施してこなかったところは、最低でも法基準にもとづいて実施していく必要がある。総合的な過重労働対策、メンタルヘルス対策のなかに、面接制度を位置づけよう。


なお、この面接のために時間は時間内の扱いで賃金も事業主が負担するのが望ましいとしている。








